
 

 

 

今後の部課長会の運営の見直し等について 

 

 

１．今後の部課長会の運営の見直しについて 

（１）政治資金パーティーについて 

全ての部において、政治資金パーティーの参加に対し補助は行わないことを決定 

(２)部課長会の存廃について 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （）内は令和８年度組織 

 

 

２．部課長会に関する調査・検証について 

 

 ○目的 

   政治資金パーティーへの補助が始まった過去の経緯や、関係法令等への適合性などに

ついて、関係者へのヒアリングを通じた調査・検証を行うことで、政治的行為に関する

服務規律の強化につなげる。 

 

 ○対象者 

   各部の部次長など、部課長会の運営担当者、部課長会の会員 

 

 ○方法、進め方 

   内部統制室が、総務部から順次、すべての部についてヒアリングを実施 

廃止 企画・地域振興部（政策企画部と市町村・地域振興部） 

 

 

存続 

総務部、人づくり・県民生活部（人材育成・活躍推進部） 

保健医療介護部、福祉労働部（福祉こども政策部）、環境部 

商工部、農林水産部、県土整備部、建築都市部 

２．調査・検証に関すること 

  人事課内部統制室 黒石、吉﨑 

 092-643-3082  内線 2152 

１．運営の見直しに関すること 

  行政経営企画課 相良、酒瀬川、青木 

092-643-3026  内線 2113 


